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市民表彰・感謝状贈呈 　令和5年度市民表彰・感謝状贈呈式が11月3日、市民総合会館別館中ホールで行われ、
市に功績のあった66人に表彰状が、善行のあった方1人、市や社会福祉協議会へ寄附いた
だいた1人と7団体並びに本市教育行政の発展に寄与された3人に感謝状が贈られました。

自治振興
市議会議員 木下   誇

人権擁護委員 井関　芳文

区長 岡本　公一　　安井　千尋

市民協働推進委員会委員 上田　裕彦
前　男女共同参画推進審
議会委員 武田　祥子　　横井　結美

景観審議会委員 佐久間　康富　冨山　昌克

人権のまちづくり協会役員 田渋　義弘

地区役員

貝塚　万世　　加藤　光男
岸田　茂子　　纐纈　英輔
佐藤　美由紀　竹綱　重二
辻上　禎英　　原屋　和代
藤野　眞佐美

教育文化
学校医 可兒　佳代子

スポーツ推進委員 上善　和美

朗読の会ひびき役員 小林　万智子

前　朗読の会ひびき役員 中村　裕香子

川柳藤井寺役員 津田　絹子

ソフトテニス連盟役員 渡邊　一正

福祉厚生
地区老人クラブ会長 東　勇　　　　宇田　嘉文

民生委員児童委員推薦会委員 今西　英人

介護認定審査会委員 可兒　佳代子　山内　加絵

老人ホーム入所判定委員会委員 西野　由美

健康づくり推進協議会委員 楠本　多ミ子

前　地区保健推進員 辻本　千佳子　辻本　眞弓

子ども・子育て会議委員 岡本　祐典

福祉委員 福本　由美子

保護司 服部　隆行　　船越　さち子

点訳サークル藤井寺六星会役員 吉田　悦子

産業経済

商工会役員 榮岩　眞彦　　林　成典
松井　紀彦　　森田　剛浩

藤井寺駅周辺まちづくり協
議会役員 三宅　一弘

生活環境

消防団員 今澤　典民　　武廣　幸人
松宮　雅貴

前　消防団員 南谷　昭人

防犯委員会委員
池本　義雄　　奥野　廣吉
坂本　民雄　　中村　四郎
丸岡　由政　　山本　豊一　

交通委員会委員
池本　義雄　　上東　勝彌
鈴木　清志　　春木　文雄
丸岡　由政

梅の会役員 寺岡　泰三　　山口　清子

寄附
▼個人
社会福祉協議会への寄附 羽鹿　純司
▼団体

市への寄附
アサヒセイレン株式会社
株式会社 ダイエー
道明寺まちづくり協議会

社会福祉協議会への寄附

ダスキンヘルスレント藤井寺
ステーション
西本願寺仏教婦人会連盟藤井
寺地区10ヶ寺
藤井寺婦人体操クラブ
藤井寺ライオンズクラブ

教育活動

安全見守り活動
安達　正明　　貝本　征昭
田中　綾子

感謝状贈呈者

 教育委員会感謝状贈呈者

おめでとうございます

善行者

火災早期消火 杉本　匡　　　杉本　優美子
滝本　茂充　　辻　和典

環境美化 奥村　義彦
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秋の叙勲 瑞宝双光章　仲西　孝夫さん（小山）
　教育功労　　元　公立小学校長 ※了承を得た方のみ掲載しています。

※氏名は常用漢字を使用しています。（順不同・敬称略）

善行者
人命救助 西田　隆美
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保険・年金

くらしの情報

税

固定資産税・都市計画税

第4期納期限　12月25日（月）
お近くの金融機関、郵便局、コンビ

ニエンスストア、市役所、支所で、納
期限までにお納めください 。口座振
替をご利用の方は預貯金残高を確認
してください。
※キャッシュレス決済でも納付できます。
問合先　税務課納税

担当（2階�番窓口）
　☎939・1066

整骨院・接骨院、はり・灸
きゅう

・
あんま・マッサージのかかり方

健康保険が適用されるケースは次
のとおり限られていて、単なる肩こり、
筋肉疲労や疾病予防などは全額自己
負担です。
① 整骨院・接骨院での施術

骨折・脱臼・打撲・捻挫 ( 肉ばな
れを含む)　※骨折・ 脱臼は、応急
手当をする場合を除き、あらかじめ医
師の同意を得ることが必要です。
②医師が必要と認めた次の施術

【はり・灸】　神経痛・リウマチ・頸
けい

腕症候群・五十肩・腰痛症・頸
椎捻挫後遺症・ その他慢性的な
疼
とうつう

痛を主症とする疾患
【あんま・マッサージ】　 筋まひ・関

節拘縮などで、医療上マッサージ
を必要とする症例　※保険の適用
には、あらかじめ医師の発行した
同意書が必要です。

（注意）
・保険医療機関（病院、診療所など）

で同じ負傷や対象の疾患の治療を
受けている間は、柔道整復、は
り・灸などの施術を受けても保険
などの対象にはなりません。

・施術を受けたときは、「療養費支給
申請書」の施術箇所や回数などを
確認し、署名してください。

・医療費控除の対象となりますので、
必ず領収書を受け取りましょう。

問合先
【国民健康保険制度】
・保険年金課国民健康保険担当（1階

②番窓口）　☎939・1177
【後期高齢者医療制度】
・大阪府後期高齢者医療広域連合給

付課　☎06・4790・2031
・保険年金課福祉医療担当（1階②番

窓口）　☎939・1186

【後期高齢者医療】
健康診査・歯科健康診査

年度中に１回、無料で受診できま
す。詳しくは、４月下旬から５月上旬
にかけて（４月以降に７５歳となる方に
は誕生月の翌月）お送りした、健康診
査の受診券と、「歯科健康診査のお知
らせ」をご覧ください。

また、藤井寺市・羽曳野市の住民
健康診査実施機関で健康診査を受診
する場合は、市が実施する「住民健康
診査（無料）」を同時に受診できます。
受診方法　事前に医療機関へお問い

合わせの上、保険証と受診券（歯
科健康診査には受診券はありませ
ん）をお持ちください。

※次の方は対象外です。
・病院または診療所に６か月以上継

続して入院中の方
・特別養護老人ホーム、介護老人保

健施設、養護老人ホーム、障害者
支援施設などの施設に入所または
入居している方

問合先　保険年金課福祉医療担当（1
階②番窓口）　☎939・1186

国民年金の付加年金制度

国民年金の定額保険料（令和 5 年
度は月額 16,520 円）に付加保険料

（月額 400 円）をプラスして納付する
と、将来受給する老齢基礎年金に付
加年金が上乗せされます。付加年金
の年金額は、200 円×付加保険料納
付月数です。申込方法など詳しくは
お問い合わせください。
対象　国民年金の第1号被保険者及

び任意加入被保険者（65歳以上の
方を除く）で、国民年金基金に加入
していない方

〈例〉付加保険料を10年間納付した場合
【納付総額】
400円×120月（10年）＝48,000円

↓
【受給付加年金（1年分）】
200円×120月（10年）＝24,000円

申込・問合先　保険年金課国民年金
担当（1階②番窓口）　

　☎939 ･ 1181

12月は「税収確保重点月間」

お勤めなどにより平日日中に都合
がつかない方のために、臨時に納税
窓口を開設します。電話による納税
相談も受け付けます。
【夜間納税相談窓口】　12月5日（火）

～８日（金）　17時30分～20時
問合先　税務課納税担当（2階�番窓

口）　☎939・1066

大阪府からのお知らせ

府では、１２月を「税収確保重点月
間」と定め、「税の公平性」と「自主財
源である府税収入の確保」のために府
内の市町村と連携し、滞納者に対す
る徹底した催告や財産の差押えなど
の一斉滞納整理を実施します。

税金は納期限までに納税いただき
ますようお願いします。
問合先　大阪府南河内府税事務所　

☎0721・25・1131

国税に関する相談は、専用ダ
イヤルへ

11 月から、国税庁の全国統一相談
専用ダイヤルがスタートしました。

所得税や源泉徴収、年末調整など
国税に関するご相談の際は、是非ご
利用ください。
☎0570・00・5901（ナビダイヤル）

月～金曜日　8時30分～17時
問合先　富田林税務署　
　☎0721・24・3281
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